
第３ 中小企業の人材の確保・育成・定着 １人材確保・育成への支援

１－①人材確保への支援

ＩＴ人材※１需給の試算（全国、中位推計） ＩＴ人材※２確保における課題

（出典）みずほ情報総研株式会社「ＩＴ人材需給に関する調査」

（平成30年度経済産業省委託事業）再編加工

★企業は人手不足の傾向であり、中小企業は特にその傾向が強い。

★企業のデジタル化に必要な人材は不足が予想され、人材確保において中小企業は課題を抱えている。

★国の「デジタル田園都市国家構想基本方針」において、「デジタル人材の育成・確保」が一つの柱と

されており、今後も中小企業においてデジタル人材の育成・確保が求められる。

★多くの経営者が人材の確保・育成を重要な経営課題として捉えている。

雇用人員判断D.I.の推移（全国）
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※ 資本金2,000万円以上1億円未満が中小企業、1億円以上10億円未満が中堅企業、10億円以上が大企業に区分される。

※ D.I.とは、人手状況を「過剰」と回答した企業比率から、「不足」と回答した企業比率を差し引いた数値である。
（出典）日本銀行「全国企業短期経済観測調査」再編加工

重視する経営課題
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（出典）中小企業庁「2022年版中小企業白書」再編加工

産業別未充足求人状況（2021年上半期） 職業別未充足求人状況（2021年上半期）

民間企業における障害者の雇用率・雇用者数の推移（千葉県）
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（出典）厚生労働省千葉労働局「障害者雇用状況の集計結果」

雇用率（左軸）

雇用者数（右軸）
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生産年齢人口に占める女性の就業率の推移（全国）
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（出典）総務省「労働力調査」

外国人雇用状況の届出状況の推移（千葉県）
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（出典）厚生労働省千葉労働局「外国人雇用状況の届出状況」

（人）

高齢者（65～75歳）の有業率の推移（千葉県）

（出典）総務省「就業構造基本調査」

★労働人口が減少する中、女性・高齢者・障害者・外国人等、企業には多様な人材の活用が求められている。

（出典）中小企業庁「2021年版中小企業白書」
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★人手不足の状況は産業・職種ごとに異なっている。

n=4,300

※１平成 27 年国勢調査において IT に関する職業である
「システムコンサルタント・設計者」、「ソフトウェア
作成者」、「その他の情報処理・通信技術者」が試算対象。
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n=4,827
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※２ここで言う「IT人材」とは、「ITツールの活用や情報システムの導入を企画、
推進、運用する人材」のことを総称しており、左掲の図表で定義するものとは異
なることに留意。
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200未充足求人数（右軸）
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（出典）厚生労働省「雇用動向調査」

欠員率（左軸）

欠員率（左軸）

未充足求人数（右軸）

※未充足求人とは、事業所における欠員であり、仕事があるにもかかわらずその仕事に従事する人がいない状態を補充するために行っている求人をいう。

※欠員率とは、雇用労働者に対する未充足求人の割合をいう。

（％ポイント）
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★商店街数と 会員数は減少している。 ★商店街は後継者問題をはじめ様々な間題を抱えている。

■商店街数・会員数の推移 (千葉県)
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商店街で抱えている問題 (千葉県) l
0 20 40 60 8 0 ( % ) l

経営者の高齢化による後継者問題

集客力が高い - 路題性のある店舗 - 業種が少ない又は無い

商国人口の減少

業種構成に問題がある

空き店舗の増加

駐車場 - 駐輪場の不是

大型店との競合

チェ ーン店等が商店街の組織化や着動に非協力的

道路整備や公美施設の移転等日辺環境の変化

その他
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(出典) 中小企業庁「令和3年度商店街実態調査」再編加工

★商店街は様々 な地域の活性化策に取り ★期待されている役割と応えられている役割にはギャ ツ プ
組んでいる。 が あ り 、  「地域の貝辰わいの創出」 が特に大きい。: 商店街の個店の活性化策の取組状況(千葉県)
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l 店舗改装

l 販 売 促 進 ( 0 M ・ チ ラ シ 等 ) の 強 化

l 割引の強化

I 一業時間の延長 土日の営業l 呂 ' ・ 、

l 品前えの変更

l = I C T 空舌用(情報通信 - ネ ッ ト 販・ii - 店内W l - f i等

I I C T の 活 用 ( 財 務 用 )

l サー ビスの改善: 業態転換

I 外国人旅行者への対応強化

: i 地域住民への身近な購買機会の提供
■

■■ 治安や防犯への寄与: ■ m地域の賑わいの 1lill出
■ 自治会活動など地域活動の担い手

■■
■ まちの中心となる額としての役割■
■■ 地域情報発信の担い手

■■ 一 人暮らし高齢者への宅配サー ビ ス /
■ 子育て支援などのサーョビス

■:他の公共機能等と相まった利便性の提供

■■ 町並みや歴史的資産の保存
■■ 地域の歴史・文化の担い手

した商店街の割合を示す。 j j
(出典)千業県「千業県商店街実態調査報告書」 (2018年3月)再編加エ■.

' ■ 商店街に期待されている役割と応えられていると考える役割 ( 千 葉 県 ) ( % )  '
■■ 0 10 20 30 40 50 60 70 !

■ ※ l 多 く の 個 店 で 行 つ て い る 」 、  l 一 部 の 値 店 l が 行 つ て い 6 」  と回答■・
創業機会の提供

(出典) 中小企業庁「令和3年度商店街実態調査」再編加工

★県内中小企業等によ る地域資源活用や農商工連携が進んでいる。

l地域産業資源活用事業及び農商工等連携事業計画
! 累計認定件数の推移(千葉県)
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の l l  「ちばのキフ リ 」  ロコマークについて
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:: 県内中小企業が開発した

l l 、 地域特性等を活用した商

:: ちl事bキラリ 品の認知度向上を促し、

:: 、・l-jj3 その消費拡大による地域

l l e 等o fP 産業の活性化を図るため! e ? IT、l・一 l 'フ ー?
※ 地 域 産 栗 買;原 古 用 事 案 計 画 は 禮 済 産 薬 局 長 が 認 定 を ・「J つ。 '■ - - ' '  ' -

(2020年10月に根拠法が廃止され、当該計画は地域未来投資促進法が承継) l l

※農商工等連携事業計画は(基1番業(量虫f j言器監灘議;irj_。Net21」::使 用 許 諾 件 数 は 理 で あ る 。  (2o22年6月9日現在1

★県内には中小企業等の多様な主体による連携の好事例がある。
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■ 『 地域の中小企業の成長による地域経済活性化等を目指す、■■e夷隅東部漁協、,家、葉銀l了、いすみ市等が連携し、 ■

i 山武市や商工会議所、金融機関、中小企業等の連携体。 !i 地域商社を設立。
■ f -
i 『 地域資源「山武杉」等の f

■ 活用による商品開発や、

田舎アクティビティの創
出等に取り組み、 企業活

動の活性化と地域資源の
魅力発信により地域経済
の活性化を図る。

▲山武杉を活用した商品開発の一例

■ l

::? IOT技術をm舌量 1一展二魚類の水:m塩分1展:: 度センサーを応用

■l し、ワクチンを保
■l 管する超低温冷凍
i l 庫の温度遠隔監視:: システムを開発。

■' ▲水温塩分濃度センサー
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★物流施設等の立地件数が伸びている。
★空 一き公共施設等への企業誘致は、 南房総や

外房地域を中心に実績を伸ばしている。
■一一:'-:'二',----=-:--------------■'
I工場等の.:、,地件数及び 、1.地面積の推移(千葉県) I!
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空き公共施設等への累計企業誘致実績の推移
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2016 17 18 19 20 2

2016 南房総市、勝浦市、栄町

2017 いすみ市、大多喜町、長南町、南房総市、睦

沢町
2018 鴨川市、勝浦市、長南町、長柄町

2019 九十九里町、長生村、南房総市、君津市、銚
子市

2020 木更津市、市原市、長南町、君津市、東庄町、
横芝光町、鴨川市

2021 東庄町、長南町、大多喜町、南房総市、富津

市 、 横 芝 光 町 、 勝 浦 市 、 君 津 市

lil物流施設等 ●研究所 ■製造業等

■ ● 「 製 造 業 等 l は _ 製 造 業 _ 置 気 業 _ ガス業 _ 熱供給業のための工場 _ ':
事業用iJrを1l主設するE目的を 持つて取 得 (借地を含む) さ れた1 , 000m以上 ::

の用地。

●「物流施設等」は、物流施設等を建設する目的を持つて取得(借地を I■
含む)された1 , 000m'以上の用地。 ■■

(出典)千葉県商工労働部企業立地課調べ■I (出典) 千葉県商工労働部企業立地課調べ

第 4 中小企業と地域活性化


